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人
口
減
少
時
代
と

国
土
利
用
の
あ
り
方

本
格
的
な
人
口
減
少
が

始
ま
っ
た

　
日
本
の
人
口
は
二
〇
〇
八
年
の
一
億

二
千
八
百
万
人
を
ピ
ー
ク
に
、十
数
年
に

わ
た
り
緩
や
か
に
減
少
し
て
き
た
が
、二

〇
二
一
年
に
は
年
間
六
十
三
万
の
人
口

が
減
り
、減
少
ス
ピ
ー
ド
が
加
速
し
て
い

る
。百
年
後
に
は
明
治
後
期
の
六
千
万
人

程
度
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。

　
明
治
以
降
、人
口
の
急
増
に
対
応
す
る

た
め
に
、狭
い
国
土
に
埋
め
立
て
、土
地

造
成
な
ど
多
く
の
開
発
行
為
が
行
わ
れ

て
き
た
。今
後
、人
口
が
減
少
す
る
時
代

に
は
、こ
れ
ま
で
と
は
逆
に
自
然
災
害
の

危
険
性
の
少
な
い
地
域
を
活
用
す
る
と

共
に
、自
然
還
元
型
の
土
地
利
用
の
創
設

が
大
切
に
な
る
。国
土
利
用
の
方
針
を
変

え
る
時
機
が
き
て
い
る
。

国
土
利
用
に
四
つ
の
提
案

　
政
府
は「
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ

ン
二
〇
五
〇
」で
、地
方
創
生
の
た
め
の

コ
ン
パ
ク
ト
＆
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
打
ち
出

し
、拠
点
づ
く
り
と
拠
点
間
の
公
共
交
通

の
整
備
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。居
住

述
べ
る
土
地
の
公
有
化
を
進
め
る

こ
と
を
提
案
す
る
。

自
然
的
土
地
の

公
有
化
へ
の
道
筋

　
所
有
者
不
明
の
た
め
に
、農
地
や
林
地

の
集
約
化
の
難
航
、防
災
・
災
害
復
旧
の

事
業
へ
の
支
障
、周
囲
の
土
地
の
自
然
環

境
の
悪
化
や
経
済
的
価
値
の
低
下
な
ど
、

様
々
な
問
題
が
発
生
す
る
。遺
産
の
分
割

相
続
に
よ
る
土
地
の
細
分
化
と
未
登
記

の
増
加
で
、こ
の
問
題
は
急
速
に
深
刻
化

し
つ
つ
あ
る
。

　
自
然
的
土
地
を
健
全
に
維
持
す
る
た

め
に
は
、次
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

① 

土
地
登
記
の
義
務
づ
け
を
強
化
す

る
。

② 

土
地
の
所
有
者
の
管
理
義
務
を
強
化

す
る
。

③ 

土
地
の
所
有
者
が
、土
地
の
管
理
を

放
棄
し
た
場
合
に
は
、固
定
資
産
税

を
強
化
す
る
。

④ 

土
地
の
所
有
者
・
相
続
人
が
、自
治

体
等
へ
の
寄
附
や
低
価
格
な
譲
渡
を

行
い
や
す
い
仕
組
み
を
つ
く
る
。

林
地（
人
工
林
）と
異
な
り
、そ
の
土
地

か
ら
の
直
接
的
収
益
は
期
待
さ
れ
な
い
。

こ
こ
で
は
所
有
者
不
明
の
土
地
を
公
有

化
す
る
制
度
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

　
現
代
の
問
題
は
、自
然
的
土
地
の
所
有

権
を
も
つ
個
人
が
、地
域
を
離
れ
、そ
の

管
理
を
放
棄
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

自
治
体
が
防
災
上
の
措
置
を
講
じ
た
く

と
も
、所
有
者
を
探
し
出
せ
な
い
こ
と
が

多
い
。

　
歴
史
を
振
り
返
る
と
、明
治
六
年（
一

八
七
三
年
）の
地
租
改
正
に
よ
り
、日
本

に
初
め
て
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
権

が
確
立
し
た
。封
建
領
主
に
よ
る
領
主
権

や
村
な
ど
の
地
域
共
同
体
に
よ
る
共
同

保
有
と
い
う
封
建
的
な
土
地
保
有
形
態

が
崩
壊
し
、土
地
に
個
人
の
所
有
権
が
認

め
ら
れ
た
。当
時
は
測
量
技
術
が
未
熟

で
、ま
た
地
租
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、

面
積
の
過
小
申
告
を
し
た
者
も
多
く
、

「
団
子
図
」と
い
う
不
正
確
な
公
図
が
作

ら
れ
た
。現
在
の
日
本
で
は
、二
〇
二
一

年
度
の
地
籍
調
査
に
よ
る
と
森
林
の
地

籍
は
四
六
％
し
か
確
定
し
て
お
ら
ず
、残

り
は「
団
子
図
」の
ま
ま
で
あ
る
。戦
後

に
植
え
ら
れ
た
人
工
林
の
境
界
は
比
較

地
を
集
約
し
、生
活
の
質
を
維
持
し
つ
つ

行
政
コ
ス
ト
を
抑
制
す
る
重
要
な
施
策

で
あ
る
。こ
れ
に
次
の
四
つ
の
視
点
を
加

え
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

一
　
防
災
の
視
点
か
ら
、安
全
な
地
域

を
選
ん
で
コ
ン
パ
ク
ト
化
す
る
方

針
を
追
加
す
る
。近
年
多
発
す
る

自
然
災
害
は
、住
宅
地
や
産
業
立

地
を
自
然
災
害
に
遭
い
や
す
い
地

域
に
広
げ
て
き
た
こ
と
に
大
き
な

要
因
が
あ
る
。

二
　
従
来
の
開
発
型
で
は
な
く
、自
然
回

帰
を
推
進
す
る
土
地
利
用
制
度
を

創
設
す
る
。例
え
ば
、コ
ン
パ
ク
ト

化
対
象
外
の
地
域
は
、廃
屋
を
除

去
し
て
農
地
に
戻
す
こ
と
や
、廃

村
を
森
林
に
戻
す
こ
と
が
必
要
に

な
る
。

三
　
人
手
を
か
け
る
地
域
、自
然
に
還

す
地
域
に
分
け
る
こ
と
を
提
案
す

る
。人
口
の
減
少
で「
人
手
」に
も

限
り
が
あ
る
た
め
、農
地
・
森
林
を

優
良
な
農
地
や
人
工
林
の
よ
う
に

「
人
手
を
か
け
る
地
域
」、あ
ま
り

人
手
を
か
け
ず
に「
自
然
に
還
す

地
域
」に
分
け
て
誘
導
す
る
。

四
　「
自
然
に
還
す
地
域
」で
は
、次
に

⑤ 

所
有
者
へ
の
連
絡
が
困
難
な
土
地

は
、一
定
の
公
告
な
ど
を
へ
て
、所

有
権
と
利
用
権
を
分
離
し
、利
用
権

を
自
治
体
等
の
管
理
下
に
お
く
。

⑥ 

自
治
体
が
所
有
者
を
捜
し
出
せ
ず
、

一
定
期
間
公
告
し
て
も
権
利
者
が

現
れ
な
い
場
合
、所
有
者
不
明
の
土

地
を
公
有
地
と
す
る
。た
だ
し
、公

有
地
と
す
る
際
に
、そ
の
地
価
相
当

分
を
基
金
と
し
て
お
き
、一
定
の
期

間
内（
例
え
ば
十
年
間
）に
所
有
者

が
判
明
し
た
場
合
に
は
、土
地
を
返

却
も
し
く
は
補
償
で
き
る
よ
う
に
す

る
。

⑦ 

所
有
者
不
明
の
土
地
は
、い
っ
た
ん

自
治
体
の
管
理
下
に
お
き
、
取
得

時
効（
一
〇
年
ま
た
は
二
〇
年
）を

も
っ
て
、公
有
地
化
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、⑥
と
⑦
は
新
し
い
提

案
で
、こ
の
他
は
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て

き
た
方
法
で
あ
る
。日
本
は
土
地
の
所
有

権
が
比
較
的
強
い
国
で
あ
り
、従
来
の
常

識
で
は
⑥
や
⑦
の
公
有
地
化
は
困
難
と

み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。こ
こ
で

留
意
し
た
い
の
は
、今
後
増
え
る「
自
然

に
還
す
土
地
」の
管
理
で
あ
る
。農
地
や

的
明
確
で
あ
る
が
、自
然
に
近
い
森
林
の

境
界
は
、昔
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
不
明

確
な
ま
ま
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、明
治
以
降
に
、野

や
山
の
所
有
権
は
徐
々
に「
地
域
か
ら
個

人
」に
移
行
し
て
き
た
。自
然
的
土
地
を

地
域
が
管
理
す
る
体
制
は
、明
治
時
代
に

私
的
所
有
権
が
生
ま
れ
て
か
ら
も
、長
子

相
続
が
行
わ
れ
て
い
た
戦
前
ま
で
は
維

持
さ
れ
て
き
た
が
、戦
後
の
分
割
相
続
の

導
入
と
と
も
に
、構
造
的
に
維
持
し
が
た

く
な
っ
て
い
る
。

　「
自
然
に
還
す
土
地
」の
管
理
に
つ
い

て
は
、所
有
権
の
あ
り
方
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。地
域
の
公
有
に

移
行
さ
せ
る
⑥
や
⑦
の
方
策
が
、国
土
保

全
、森
林
保
全
の
た
め
に
、財
産
権
の
タ

ブ
ー
を
こ
え
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
時
に

来
て
い
る
。
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